
 

 

 

見積参考資料の提示等についてのお知らせ 

（設計、測量及び地質調査の委託） 

 

 建設局では、「入札契約制度改革の本格実施について」を踏まえ、入札参加者がよ

り正確に見積りを行うことができるよう、設計、測量及び地質調査の委託業務につい

ても、予定価格算定に伴う具体的な条件等を「見積参考資料」として下記により提示

することとしました。 

 

 

 

（１）対象及び適用 

令和２年 １月 6 日以後に公告等を行う、予定価格 100 万円を超え、業種が土木

設計、設備設計、測量及び地質調査にかかる委託業務（建築の場合は除く）のうち、

競争入札、特命随意契約にて発注する案件（単価契約にて発注する案件は除く） 

  

（２）見積参考資料の提示 

・委託の内容や条件を理解し、適切かつ迅速に見積りができるようにするため、発注図書

の他に入札参加者に対して「見積参考資料」を参考に提示する。 

・「見積参考資料」は、見積参考資料（内訳）及びこの単価を構成する数量、歩掛等を示 

した見積参考資料（明細）を提示する。 

・「見積参考資料」は、契約書第１条に基づく設計図書とはしない。 

・「見積参考資料」は、東京都電子調達システムを通じて、指名通知時等に、入札参加者

へ提示する。 

・「見積参考資料」のイメージは、別紙のとおり。 

 

       

指名通知時等 
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